
第15号議案資料 

 
 

学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 
 このことについて、下記のとおり規則の一部改正を行う。 
 

記 
 

１ 改正内容 

⑴ 有害薬品取扱手当 

  公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令和７年法

律第68号）の施行による学校教育法（昭和22年法律第26号）の改正等に伴う学校職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部改正（教育職員の職名を列記する部分に「主務教諭」を追加する。）を受け、有害な農薬

の散布に従事する場合の本手当の支給範囲として列挙する教育職員の職名を次のように改正する。 

改正案 現行 

都立の高等学校の農業に関する学科又は東京都立

青梅総合高等学校総合学科において本務として実

習の業務を行う主幹教諭、指導教諭、主務教諭、

教諭又は実習助手が、健康に著しく有害な農薬の

散布に従事したとき。 

都立の高等学校の農業に関する学科又は東京都

立青梅総合高等学校総合学科において本務とし

て実習の業務を行う主幹教諭、指導教諭、教諭又

は実習助手が、健康に著しく有害な農薬の散布に

従事したとき。 

 

⑵ 教員特殊業務手当 

  教員特殊業務のうち部活動指導業務に係る手当について、義務教育費国庫負担金における算定額が引き

上げられることに伴い、東京都における部活動指導業務に係る手当額を次のように改正する。 

改正案 現行 

4,300円 3,000円 

 
２ 施行期日 

  令和８年４月１日 

＜経過措置＞ 

    施行日前に現行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった本手当で、施行日以

後に支給するものについては、なお従前の例による。 

 
３ その他 

⑴ 有害薬品取扱手当の改正については、令和８年都議会第１回定例会において学校職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する条例が可決された場合に確定する。 

⑵ 本案決定後、人事委員会に承認申請するとともに、知事に公報登載を依頼する。 

令和８年２月19日 

人 事 部 
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